
東京芸術大学次世代育成支援行動計画 
 
 
 
１． 趣旨 
 この行動計画は次世代育成支援対策推進法及び男女共同参画社会基本法の趣旨

に基づいて、職員のワークライフバランスを可能にする労働環境整備に対する東京

芸術大学の行動計画を定めたものである。行動計画は、主として子育てを行う職員

を対象に、仕事と子育ての両立を可能にする労働環境整備を目指して策定するもの

であるが、それだけでなく広く職員全体を対象に、長時間労働や残業の是正など働

き方の見直しをはかり、職員が安心して働き続けることができる環境整備をも目指

している。さらに芸術大学であるという特質を活かし、地域社会と連携した次世代

育成支援のあり方も検討する。  
 
 
２． 計画期間等 
平成２２年４月１日から平成２５年３月３１日 

 
  
３． 計画の見直し 
計画期間中において、社会の変化や計画の評価、職員からの要望等をふまえ、弾

力的に変更できるものとする。 
 
 
４． 目標と対策 
（１）子育てを行う職員の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境

の整備に関する事項 
 
 
 
 

目標１ 
 妊娠中や出産後の女性職員の健康の確保について、職員に対する制度の周知や

情報提供及び相談体制の整備の実施

【対策】 
○妊娠中、出産後及び育児休業後の職員に対する相談窓口を設置する。 
○産前産後休暇及び育児休業中の職員に職場情報を定期的に提供する。 
○パンフレット等により、妊娠中や出産後の女性職員の健康について、理解のある

職場の雰囲気つくりをする。 

 



 
 
 

目標２ 
 子どもが生まれる際の父親の休暇の取得の促進

【対策】 
○学内イントラネット等により制度を周知し、職員が請求しやすい職場の雰囲気を

つくり、休暇取得の促進をはかる。 
出産立ち会い休暇を時間単位で取得する場合、端数を時間に切り上げて取得でき

るよう就業規則の改正を行う。（平成２２年４月１日実施） 
 
 
 
 
【対策】 

目標３ 
 育児・介護休業法の育児休業制度を上回る期間、回数等の休業制度の実施

○職員は、当該職員の３歳に満たない子（雇用契約期間を定めて雇用される 

職員にあっては、１歳に満たない子）を養育するため、育児休業をすることがで 

きる制度を学内イントラネット等で周知し、職員が請求しやすい職場の雰囲気をつ

くり、休業取得の促進をはかる。 
 
 
 
 
 
 

目標４－１ 
 育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備として、男性の育児

休業取得を促進するための措置の実施 

【対策】 
○配偶者が育児休業をしている職員についても、育児休業ができる制度を整備・周

知し、職員が請求しやすい職場の雰囲気をつくり、制度利用の促進をはかる。 
○育児休業により養育しようとする子の出生の日から産後休暇の期間（８週間）内

に男性職員が最初の育児休業をした場合に、当該子について再度の育児休業ができ

る制度を整備・周知し、職員が請求しやすい職場の雰囲気をつくり、制度利用の促

進をはかる。 
（育児・介護休業法改正 平成 22 年６月 30 日施行と同時実施） 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

目標４－２ 
 育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備として、職員の育児

休業中における待遇及び育児休業後の労働条件に関する事項についての周知 

【対策】 
○学内イントラネット等により制度を周知し、職員が請求しやすい職場の雰囲気を

つくり、休暇取得の促進をはかる。 
 
 
 
 
 
 

目標４－３ 
 育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備として、育児休業を

している職員の職業能力の開発及び向上のための情報提供 

【対策】 
○放送大学等の通信教育による研修制度の創設について検討する。 
 
 
 
 
 
 

目標５－１ 
 子どもを育てる職員が利用できる措置として、短時間勤務制度の実施 

【対策】 
○学内イントラネット等により制度を周知し、職員が請求しやすい職場の雰囲気を

つくり、制度利用の促進をはかる。 
 
 
 
 
 
 

目標５－２ 
 子どもを育てる職員が利用できる措置として、所定労働時間を超えて労働さ

せない制度の実施 

【対策】 
○学内イントラネット等により制度を周知し、職員が請求しやすい職場の雰囲気を

つくり、制度利用の促進をはかる。 
 
 
 

 



 
 
 
 

目標６ 
 職員が子どもの看護のための休暇を取得できる制度の導入 

【対策】 
○子の看護休暇制度（小学校就学前の子が、１人であれば年５日、２人であれば年

１０日）を法律施行前の平成２２年４月１日付けで先行導入し、また、制度を周知

して職員が請求しやすい職場の雰囲気をつくり、休暇取得の促進をはかる。 
同時に看護休暇を時間単位で取得する場合、端数を時間に切り上げて取得できる

よう就業規則の改正を行う。 
（育児・介護休業法改正 平成 22 年６月 30 日施行より先に実施） 
 
 
 
 
 
 

目標７ 
 育児・介護休業法に基づく育児休業や時間外労働・深夜業の制限、雇用保険

法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休暇など諸制度の周知

【対策】 
○パンフレット等により諸制度を周知し、職員が請求しやすい職場の雰囲気をつく

り、制度利用の促進をはかる。 
 
 
 
（２）働き方の見直しに役立つ多様な労働条件の整備 
 
 
 

目標８ 
 所定外労働の削減のための措置の実施

【対策】 
○情報化の推進、計画的業務執行、協力態勢の構築、業務の簡素化等業務の効率

化を推進する。  
○パンフレット等により、過重労働が健康に与える影響について理解を深

め、職員一人一人が超過勤務を縮減するよう心がける雰囲気をつくり、超過勤務

の削減をはかる。 
○引き続き学内イントラネット等により、ノー残業デー（火曜日、金曜日）、早期

退庁月間（８月）を周知し、早期退庁の徹底をはかる。 
○学内における委員会、会議、打合せの所定勤務時間内開催を周知する。 

 



 
 
 
 

目標９ 
 年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施

【対策】 
○年次有給休暇取得促進をはかるための方策を検討し、実施する。 
 ①ゴールデンウィーク、夏季休業前後、年末年始などにおける連続休暇

の促進  
 ②会議・行事の設定（休日にはさまれた日を避ける等）  
 
 
 
 
 
 

目標１０ 
 職場優先の意識や固定的な性別役割意識の是正のための情報提供・研修の実

施 

【対策】 
○パンフレット配布及び研修会開催等により職員の意識改革をはかる。  
 
 
 
（３）その他次世代育成支援対策に関する事項  
 
 
 
 

目標１１ 
 地域において子どもの健全育成のための活動を行う NPO 等への職員の参加

を支援するなど、子ども・子育てに関する地域貢献活動の実施 

【対策】 
○子ども参加型の公開講座について、社会に広く周知する。 
 
 
 
 
 
 

目標１２ 
 子どもが保護者である職員の働いているところを実際に見ることのできる

「子ども参観日」の実施 

【対策】 
○学内における「子供参観日」の実施について検討する。 

以上 

 


